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（
内
閣
委
員
会
）

情
報
通
信
技
術
の
活
用
に
よ
る
行
政
手
続
等
に
係
る
関
係
者
の
利
便
性
の
向
上
並
び
に
行
政
運
営
の
簡
素
化
及

び
効
率
化
を
図
る
た
め
の
行
政
手
続
等
に
お
け
る
情
報
通
信
の
技
術
の
利
用
に
関
す
る
法
律
等
の
一
部
を
改
正

す
る
法
律
案
（
閣
法
第
四
七
号
）
（
衆
議
院
送
付
）
要
旨

本
法
律
案
は
、
情
報
通
信
技
術
の
活
用
に
よ
る
行
政
手
続
等
に
係
る
関
係
者
の
利
便
性
の
向
上
並
び
に
行
政
運
営
の
簡
素
化

及
び
効
率
化
を
図
る
た
め
、
情
報
通
信
技
術
を
活
用
し
た
行
政
の
推
進
に
関
す
る
基
本
原
則
及
び
行
政
手
続
等
を
情
報
通
信
技

術
を
利
用
す
る
方
法
に
よ
り
行
う
た
め
に
必
要
と
な
る
事
項
等
を
定
め
る
と
と
も
に
、
住
民
票
及
び
戸
籍
の
附
票
の
記
載
等
に

係
る
本
人
確
認
情
報
の
保
存
及
び
提
供
の
範
囲
の
拡
大
、
電
子
証
明
書
及
び
個
人
番
号
カ
ー
ド
の
利
用
者
へ
の
国
外
転
出
者
の

追
加
、
個
人
番
号
利
用
事
務
へ
の
罹
災
証
明
書
の
交
付
に
関
す
る
事
務
等
の
追
加
等
の
措
置
を
講
じ
よ
う
と
す
る
も
の
で
あ

り

り
、
そ
の
主
な
内
容
は
次
の
と
お
り
で
あ
る
。

一
、
行
政
手
続
等
に
お
け
る
情
報
通
信
の
技
術
の
利
用
に
関
す
る
法
律
の
一
部
改
正

１

題
名
を
「
情
報
通
信
技
術
を
活
用
し
た
行
政
の
推
進
等
に
関
す
る
法
律
」
に
改
め
る
。

２

情
報
通
信
技
術
を
活
用
し
た
行
政
の
推
進
に
関
す
る
基
本
原
則
を
定
め
る
。
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３

国
の
行
政
機
関
等
は
、
閣
議
決
定
に
よ
り
定
め
る
情
報
シ
ス
テ
ム
整
備
計
画
に
従
っ
て
情
報
シ
ス
テ
ム
を
整
備
し
な
け

れ
ば
な
ら
な
い
。

４

申
請
等
に
係
る
手
数
料
の
納
付
に
つ
い
て
、
情
報
通
信
技
術
を
利
用
す
る
方
法
で
あ
っ
て
主
務
省
令
で
定
め
る
も
の
を

も
っ
て
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

５

他
の
法
令
に
お
い
て
申
請
等
に
際
し
て
添
付
す
る
こ
と
が
規
定
さ
れ
て
い
る
政
令
で
定
め
る
書
面
等
に
つ
い
て
、
行
政

機
関
等
が
、
政
令
で
定
め
る
措
置
に
よ
り
当
該
書
面
等
に
よ
り
確
認
す
べ
き
事
項
に
係
る
情
報
を
入
手
し
、
又
は
参
照
す

る
こ
と
が
で
き
る
場
合
に
は
、
添
付
す
る
こ
と
を
要
し
な
い
。

６

情
報
通
信
技
術
の
利
用
の
た
め
の
能
力
又
は
知
識
経
験
が
十
分
で
な
い
者
が
身
近
に
相
談
、
助
言
そ
の
他
の
援
助
を
求

め
る
こ
と
が
で
き
る
よ
う
に
す
る
た
め
の
施
策
そ
の
他
の
情
報
通
信
技
術
の
利
用
の
た
め
の
能
力
又
は
利
用
の
機
会
に
お

け
る
格
差
の
是
正
を
図
る
た
め
に
必
要
な
施
策
を
講
ず
る
も
の
と
す
る
。

７

手
続
等
密
接
関
連
業
務
を
行
う
民
間
事
業
者
は
、
民
間
手
続
を
情
報
通
信
技
術
を
利
用
す
る
方
法
に
よ
り
行
う
と
と
も

に
、
行
政
機
関
等
と
の
連
携
を
確
保
す
る
よ
う
努
め
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
国
は
、
民
間
取
引
に
お
け
る
情
報
通
信
技
術

の
安
全
か
つ
適
正
な
利
用
を
図
る
た
め
に
必
要
な
施
策
を
講
ず
る
も
の
と
し
、
当
該
施
策
の
実
施
状
況
を
踏
ま
え
、
支
障
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が
な
い
と
認
め
る
と
き
は
、
民
間
手
続
が
情
報
通
信
技
術
を
利
用
す
る
方
法
に
よ
り
行
わ
れ
る
こ
と
が
可
能
と
な
る
よ

う
、
法
制
上
の
措
置
そ
の
他
の
必
要
な
施
策
を
講
ず
る
も
の
と
す
る
。

二
、
住
民
基
本
台
帳
法
の
一
部
改
正

１

市
町
村
長
に
対
し
住
民
票
の
除
票
及
び
戸
籍
の
附
票
の
除
票
の
保
存
を
義
務
付
け
る
と
と
も
に
、
戸
籍
の
附
票
の
記
載

事
項
を
追
加
す
る
。

２

地
方
公
共
団
体
情
報
シ
ス
テ
ム
機
構
（
以
下
「
機
構
」
と
い
う
。
）
は
、
国
の
機
関
等
か
ら
国
外
転
出
者
に
係
る
事
務

の
処
理
に
関
し
求
め
が
あ
っ
た
と
き
等
は
、
附
票
本
人
確
認
情
報
を
提
供
等
す
る
も
の
と
す
る
。

三
、
電
子
署
名
等
に
係
る
地
方
公
共
団
体
情
報
シ
ス
テ
ム
機
構
の
認
証
業
務
に
関
す
る
法
律
の
一
部
改
正

１

国
外
転
出
者
は
、
戸
籍
の
附
票
を
備
え
る
市
町
村
の
市
町
村
長
を
経
由
し
て
、
機
構
に
対
し
、
自
己
に
係
る
署
名
用
電

子
証
明
書
及
び
利
用
者
証
明
用
電
子
証
明
書
の
発
行
を
申
請
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

２

利
用
者
証
明
検
証
者
は
、
総
務
大
臣
の
認
可
を
受
け
て
、
利
用
者
証
明
利
用
者
本
人
が
電
子
利
用
者
証
明
を
行
っ
た
こ

と
の
確
認
を
、
当
該
利
用
者
証
明
利
用
者
の
個
人
番
号
カ
ー
ド
に
表
示
さ
れ
、
か
つ
、
記
録
さ
れ
た
当
該
利
用
者
証
明
利

用
者
の
写
真
を
用
い
る
方
法
で
あ
っ
て
総
務
省
令
で
定
め
る
も
の
に
よ
り
行
う
こ
と
が
で
き
る
。
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四
、
行
政
手
続
に
お
け
る
特
定
の
個
人
を
識
別
す
る
た
め
の
番
号
の
利
用
等
に
関
す
る
法
律
の
一
部
改
正

１

市
町
村
長
は
、
個
人
番
号
の
通
知
を
通
知
カ
ー
ド
に
よ
ら
ず
に
行
う
。

２

市
町
村
長
は
、
当
該
市
町
村
が
備
え
る
戸
籍
の
附
票
に
記
録
さ
れ
て
い
る
国
外
転
出
者
に
対
し
、
そ
の
者
の
申
請
に
よ

り
、
個
人
番
号
カ
ー
ド
を
交
付
す
る
も
の
と
す
る
。
個
人
番
号
カ
ー
ド
の
交
付
を
受
け
て
い
る
者
は
、
国
外
に
転
出
を
し

た
後
の
当
該
個
人
番
号
カ
ー
ド
の
適
切
な
利
用
を
確
保
す
る
た
め
に
必
要
な
措
置
を
受
け
る
た
め
、
国
外
転
出
届
と
同
時

に
、
当
該
個
人
番
号
カ
ー
ド
を
市
町
村
長
に
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

３

罹
災
証
明
書
の
交
付
に
関
す
る
事
務
等
の
個
人
番
号
利
用
事
務
の
範
囲
の
拡
充
、
乳
幼
児
に
対
す
る
健
康
診
査
に
関
す

る
事
務
等
の
情
報
連
携
の
範
囲
の
拡
充
を
行
う
。

五
、
施
行
期
日

こ
の
法
律
は
、
一
部
を
除
い
て
公
布
の
日
か
ら
起
算
し
て
九
月
を
超
え
な
い
範
囲
内
に
お
い
て
政
令
で
定
め
る
日
か
ら
施

行
す
る
。


